
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

県民と県民のﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ 県民と県行政のﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ 

これまでの取り組みの現状と展望 

(1) 県民運動 
  活動の概要(経緯)､これまでの県の支援 

(2) ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ､NPO 活動 
  活動の概要(経緯)､これまでの県の支援 
(3) 地域ﾋﾞｼﾞｮﾝの取り組み 
  活動の概要(経緯)､これまでの県の支援 

地域づくり活動の支援の方向性 
○個人の参画・協働を促す 
○活動主体の自律性を尊重した支援の推進 
○地域団体と NPO等など多様な主体間のﾈｯﾄﾜｰｸ化の推進 
○活動の拡がりに対応できるしくみの構築 

県行政への県民の参画と協働の現状と展望 
(情報公開、ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ､公募委員､協働事業､評価･検証等) 

具体的な推進方策の展開  〔・新しい行政推進方策の考え方と
展開方向を記載 

                        ・ﾁｬﾝﾈﾙの例示※参考資料 1 参照 〕 

(1)情報共有の推進（ともに知る）  

  県行政の透明性を高め、県民への説明責任を果たすとともに、
県行政への県民の参画を促すため、だれもが入手しやすく、理

解しやすい情報公開を進める。 
(2)政策形成ﾌﾟﾛｾｽにおける参画の推進（ともに考える） 
  企画･立案段階に県民が参画し、直接に意見･提案ができる機

会を拡充する。 
(3)政策展開ﾌﾟﾛｾｽにおける協働の推進(ともに取り組む) 
  地域づくり活動や行政施策等の実施段階で、県民と県が適切

な役割分担に基づき、協働で取り組む機会を拡充する。 
(4)評価・検証の実施（ともに確かめる） 
  県の施策の評価・検証に県民が参画するしくみを整える。 

(5)総合的な推進（ともに支える） 
   参画と協働を着実に推進するため、支援指針との連動を考慮
しながら総合的なしくみづくりを進める。 〔【資料２－２】参照〕 

具体的な支援方策の展開  〔支援方策の考え方と展開方向を記載〕 
(1)情報の提供・相談のしくみづくり 
広く県民の参画を促すとともに自主的な取り組みを支援するため、

利用しやすい情報提供や相談体制のしくみを整える。 

(2)知識･技能の習得機会の提供 
活動に必要な知識・技能を習得する機会を多面的に提供する。 

(3)活動･交流拠点の確保 
  活動の拠点を確保するとともに、交流の拠点としても活用する。 

(4)人材の確保･資金の調達・総合連携 
活動の自律性を保障するため、地域づくり活動の中心となって組織

を運営する人材を育成するとともに、財政的基盤の確立を支援す

る。また、活動主体の連携を図るため、交流の機会を確保する。 

(5)支援のしくみづくり 
  個人の活動を支援するとともに、総合的で活動の拡がりに柔軟に対
応できるしくみづくりを進める。      〔【資料２－１】参照〕 

推進方向 
○参画と協働に向けて開かれた行政の構築 
○あらゆる段階で県民が参画・協働する機会の拡充 
○役割分担に基づく県と県民とのﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟの構築 

参画と協働の推進に向けて 

・ コラボレーションのしかけづくり 
・ 社会的実験としてのフィールドワークの実施  

《参考》 参画と協働による事業展開例 
 〔ﾁｬﾝﾈﾙの組み合わせ｡県民がどこで、どのような形で参画･協働するのかを事業展開例を用いながらわかりやすく示す〕 
 

基本的事項 

役割： 
〔支援指針〕地域づくり活動の支援

方策を展開するための指針 
〔推進計画〕参画と協働による県行

政推進の総合的な指針 

想定する期間： 
平成 15～17年度 

(以降継続して見直していく) 

推進の評価･見直し： 
年次報告の作成(毎年度) 

策定の趣旨： 
〔支援指針〕｢地域づくり活動｣の広がりに向けて、

県としての基本的な支援方策を明らかにする 

〔推進計画〕「県行政への参画と協働」を推進する

ための基本的な考え方や展開方向を明らかにする 

条例がめざす「参画と協働」 
○参画と協働とは   県民と県行政が対等なﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟのもと、知恵や力を出し合い、 

さまざまな地域づくりに取り組んでいくこと 

○参画と協働の２つの場面 

地域社会の共同利益の実現への参画
と協働（県民と県民のﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ） 
県民が取り組む「地域づくり活動」

の展開 
 

県行政の推進への参画と協働 
（県民と県行政のﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ） 
政策立案、実施、評価･検証の各段階

での県行政への県民の参画と協働 

条例の目的 
 参画と協働の理念を明らかにし、県民の参画と協 
働の推進に関する基本的事項を定め、県民の総意に 
より、多様な地域に多彩な文化と暮らしを築く「美 
しい兵庫」を実現することを目的とする 

○各主体の役割 
◇県民                  ◇団体 
・地域社会の一員としての自覚と責任を持つ ・地域団体やﾃｰﾏ型団体等による各団体の                          
・県行政への積極的な参画と協働       特性や専門的知識を生かした活動 
◇企業                  ◇行政 
・人材育成､経営管理等のﾉｳﾊｳを生かした   ・地域づくり活動の基盤整備を支える 

参画・協働                (市町)身近な地域での支援 
                  (県)広域的な支援、ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ機能 

                      

条例の特色 

(1)県民とのﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟの確立をめざす 
(2)参画と協働の２つの場面への取り組 
みを明確化 

(3)状況の変化に柔軟に対応し､成長する 

時代の要請 ・成熟社会にふさわしい新しい社会ｼｽﾃﾑへの転換が必要 

・地域づくりを進めるためには､県民一人ひとりが自ら考え､判断し､責任を持って行動す 
る取り組みが大切(県民運動の展開､阪神･淡路大震災での教訓等) 
・県民ﾆｰｽﾞへの的確な対応と県民生活を重視した県行政推進のために､県民の参画と
協働の多様な機会の確保が必要 

地域づくり活動支援指針、県行政参画・協働推進計画の構成(素案) 

〔それぞれの展望に向けて〕 
主体的に取り組む 
〔地域づくり活動の中での位

置づけと展望〕 活動の拡が

り､融合も想定しつつ､新た

な展開支援のしくみづくり 

県下のｹー ｽｽﾀﾃ゙ ｨをﾚﾋ゙ ｭーすることによって､

組織の連携等が明らかになるのではないか｡ 

参画と協働をｲﾒーｼ゙できるように成功事例を

ﾓﾃ゙ﾙ化して示してはどうか｡ 

 

・どこまで書くかの整理が必要｡ 
・県民生活審議会の答申を前提に､参画･協働の視点

から組みなおし、議論の目玉をつくってはどうか｡ 

・県民が自発的に活動

に取り組むようにもっ

ていくことが重要であ

る。 

これら 3つの活動と

それ以外の活動をし

ている人を包括して､

参画と協働の中で位

置づけることが必要。 

 

・市町行政や議会に条例の趣

旨をまず理解してもらう

必要がある 

・市町と県の関係は地域差が

大きいことを前提に施策

を立てる必要がある 

・参画と協働のｼｽﾃﾑは行

政だけのﾂー ﾙではない｡議

会にも活用してもらいた

い。 

・政策の企画･立案段階に

積極的に公募委員を入れ

てほしい 

 

・ｲﾝﾀー ﾈｯﾄや書類作

成の苦手な活動家も

いるので､だれもが

利用できるしくみを

考える必要がある。 

・社会福祉協議会等

ﾊ､福祉以外の分野

も対象にした再編が

必要か。 

・参画と協働は、団体ではなく個

人が基本ではないか。 
・参画と協働をできる人の資格は

問うべきである。 

・参画と協働のﾁｬﾝﾈﾙを県民が主体的に選択できる

よう、示し方の工夫が必要である 

○主体の連携 

・地域づくりの情報を

入手しやすいしくみ

が必要である 

・実践活動に向けた

ﾈｯﾄﾜー ｸ化を地域の

中で支援する地域ﾌ゚

ﾗﾝﾅー の養成が必要 

・地域ﾌ゚ﾗﾝﾅー のあり

方を整理する必要が

ある 

・中間支援組織につ

いては､地域特性や

人間関係づくりに配

慮することが重要 

・地域の支援拠点は､

他の施設や団体との

連携が必要 

【資料１】 


